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第
三
章

審

査

（
審
査
官
に
よ
る
審
査
）

第
一
四
条

特
許
庁
長
官
は
、
審
査
官
に
商
標
登
録
出
願
を
審
査
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
改
正
、
昭
三
七
法
律
一
六
一
、
平
八
法
律

六
八
）

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

二
一
条

〔
趣

旨
〕

平
成
八
年
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
登
録
前
の
異
議
申
立
制
度
を
廃
止
し
、
登
録
後
の
異
議
申
立
制
度
に
移
行
し
た
こ
と
に
伴
い
、
審
査
官

に
よ
る
審
査
か
ら
「
登
録
異
議
の
申
立
て
」
を
削
除
し
た
。
な
お
、
特
許
法
四
七
条
の
〔
趣
旨
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
拒
絶
の
査
定
）

第
一
五
条

審
査
官
は
、
商
標
登
録
出
願
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す

べ
き
旨
の
査
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
が
第
三
条
〔
商
標
登
録
の
要
件
〕、
第
四
条
第
一
項
〔
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
商

標
〕、
第
七
条
の
二
第
一
項
〔
地
域
団
体
商
標
〕、
第
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
〔
先
願
〕、
第
五
十
一
条
第
二
項
〔
商
標
登
録
の

取
消
し
の
場
合
の
再
登
録
禁
止
〕（
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
、
第
五
十
三
条
第
二
項
〔
商
標
登
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録
の
取
消
し
の
場
合
の
再
登
録
禁
止
〕
又
は
第
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
二
十
五
条
〔
外
国
人
の
権
利
の
享
有
〕

の
規
定
に
よ
り
商
標
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。
（
改
正
、
平
八
法
津
六
八
）

二

そ
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
が
条
約
の
規
定
に
よ
り
商
標
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

三

そ
の
商
標
登
録
出
願
が
第
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
〔
一
商
標
一
出
願
〕
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
き
。
（
改
正
、

平
三
法
律
六
五
、
平
八
法
律
六
八
）

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

該
当
条
文
な
し

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
商
標
登
録
出
願
に
対
し
拒
絶
の
査
定
を
な
す
べ
き
場
合
を
列
挙
し
た
規
定
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
商
標
登
録
出
願
に
つ
い

て
の
不
登
録
理
由
の
限
定
的
な
列
挙
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
商
標
登
録
出
願
が
本
条
各
号
に
該
当
し
な
い
以
上
、
こ
れ
以
外
の
理
由
で
拒

絶
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
一
号
中
の
各
引
用
条
文
に
つ
い
て
は
相
当
条
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
二
号
は
条
約
違
反
の
場
合
に
は
商
標

登
録
を
し
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
。
三
号
は
一
商
標
一
出
願
の
原
則
違
反
の
場
合
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
八
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
一
号
に
つ
い
て
は
、
連
合
商
標
制
度
を
廃
止
し
た
こ
と
に
伴
い
連
合
商
標
の
登
録
要
件
に
関

す
る
規
定
（
旧
七
条
一
項
又
は
三
項
）
を
削
除
す
る
と
と
も
に
、
取
消
審
判
（
五
二
条
の
二
）
の
新
設
に
伴
い
当
該
審
判
に
よ
り
取
消
さ
れ
た
場

合
に
お
け
る
一
定
期
間
の
再
登
録
禁
止
の
要
件
違
反
を
追
加
し
、
ま
た
、
三
号
に
つ
い
て
は
、
一
出
願
多
区
分
制
度
を
導
入
し
六
条
の
規
定

を
改
正
し
た
こ
と
に
伴
う
所
要
の
改
正
を
し
た
。
さ
ら
に
、
旧
四
号
（
パ
リ
条
約
の
同
盟
国
等
の
一
国
で
の
商
標
に
関
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
我

が
国
に
お
け
る
代
理
人
又
は
代
表
者
が
当
該
商
標
に
関
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
承
諾
な
し
に
我
が
国
で
自
ら
の
名
義
で
そ
の
商
標
に
つ
い
て
出
願
を
し
た

場
合
に
、
当
該
商
標
に
関
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
登
録
異
議
の
申
立
て
を
条
件
に
拒
絶
査
定
の
理
由
の
一
と
さ
れ
て
い
た
も
の
）
は
、
登
録
前
の
異
議

申
立
制
度
を
廃
止
し
た
こ
と
に
伴
い
削
除
し
た
。
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ま
た
、
平
成
一
七
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
地
域
団
体
商
標
制
度
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
一
号
に
地
域
団
体
商
標
の
登
録
要
件

に
関
す
る
規
定
を
追
加
し
た
。

（
拒
絶
理
由
の
通
知
）

第
一
五
条
の
二

審
査
官
は
、
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
商
標
登
録
出
願
人
に
対
し
、
拒
絶
の
理
由
を
通

知
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
本
条
追
加
、
平
八
法
律
六
八
）

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
商
標
登
録
出
願
人
に
対
す
る
拒
絶
理
由
の
通
知
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
一
七
条
に
お
い
て
特
許
法
五
〇
条
を

準
用
し
て
い
た
が
、
平
成
八
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
先
願
未
登
録
商
標
に
基
づ
く
拒
絶
理
由
通
知
制
度
を
導
入
し
、
こ
れ
を
次
条
に
規
定

し
た
関
係
で
本
条
に
書
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
特
許
法
五
〇
条
の
〔
趣
旨
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
同
前
）

第
一
五
条
の
三

審
査
官
は
、
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
が
、
当
該
商
標
登
録
出
願
の
日
前
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
他
人
の
商
標

又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
商
標
で
あ
つ
て
、
そ
の
商
標
に
係
る
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
商
品
若
し
く

は
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
商
標
登
録
出
願
人
に
対
し
、
当
該
他
人
の
商
標
が
商
標
登
録
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
当
該
商
標
登
録
出
願
が
第
十
五
条
第
一
号
〔
拒
絶
の
査
定
〕
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
旨
を
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し

て
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２

前
項
の
通
知
が
既
に
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
他
人
の
商
標
が
商
標
登
録
さ
れ
た
と
き
は
、
前
条
の
通
知
を
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。

（
本
条
追
加
、
平
八
法
律
六
八
）

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
先
願
に
係
る
未
登
録
商
標
の
存
在
を
理
由
と
し
た
拒
絶
理
由
の
通
知
（
い
わ
ゆ
る
先
願
未
登
録
商
標
に
基
づ
く
拒
絶
理
由
通
知
制
度
）

に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
り
、
平
成
八
年
の
一
部
改
正
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
制
度
を
設
け
た
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
商
標
登
録
出
願
で
は
、
社
会
情
勢
等
を
反
映
し
て
同
一
・
類
似
の
商
標
に

係
る
も
の
が
比
較
的
短
期
間
に
集
中
し
て
出
願
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
先
の
出
願
が
順
次
最
終
的
に
処
理
さ
れ
る
ま

で
後
の
出
願
は
す
べ
て
処
理
待
ち
状
態
と
な
り
、
全
体
と
し
て
の
処
理
が
滞
る
こ
と
と
な
る
。
先
願
が
拒
絶
査
定
不
服
審
判
や
審
決
取
消
訴

訟
に
係
属
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
後
願
の
処
理
待
ち
期
間
は
一
層
長
期
化
す
る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
、
商
標
法
条
約
へ
の
加
盟
に
伴
い
一

出
願
多
区
分
制
が
導
入
さ
れ
る
と
、
多
区
分
に
係
る
出
願
に
つ
い
て
は
す
べ
て
の
区
分
の
審
査
が
終
わ
ら
な
い
と
全
体
の
処
理
が
さ
れ
な
い

た
め
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
拍
車
が
か
か
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
出
願
人
に
と
っ
て
も
決
し
て
望
ま
し
い
状
態
と
は
い
え
な
い
。
す
な

わ
ち
、
出
願
人
も
先
願
未
登
録
商
標
の
存
在
を
早
期
に
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
抵
触
す
る
指
定
商
品
・
役
務
の
減
縮
補
正
、
当
該
出
願
に

係
る
商
標
に
つ
い
て
の
登
録
の
断
念
及
び
別
の
商
標
の
採
択
・
出
願
、
先
願
に
係
る
出
願
人
と
の
譲
渡
交
渉
等
様
々
な
対
応
が
可
能
で
あ
る

が
、
先
願
未
登
録
商
標
の
処
理
が
最
終
的
に
決
す
る
ま
で
そ
の
通
知
が
さ
れ
な
い
こ
と
は
事
業
展
開
上
極
め
て
不
都
合
を
生
じ
る
こ
と
と
な

る
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
は
、
将
来
、
一
定
期
間
内
の
審
査
が
必
要
と
な
る
国
際
的
な
登
録
制
度
の
枠
組
に
入
る
こ
と
も
想

定
し
、
先
願
商
標
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
未
登
録
の
時
点
で
も
、
そ
の
先
願
未
登
録
商
標
の
存
在
を
理
由
と
し
た
拒
絶
理
由
を
通

知
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
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一
項
は
、
商
標
登
録
出
願
に
係
る
商
標
が
、
当
該
商
標
登
録
出
願
の
日
前
の
商
標
登
録
出
願
に
係
る
他
人
の
商
標
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る

商
標
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
他
人
の
先
願
が
商
標
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
一
五
条
一
号
に
規
定
す
る
拒
絶
の
理
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

る
旨
を
通
知
し
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、「
第
十
五
条
第
一
号
に
該
当
す
る
」
と
は
、
一
五
条
一
号
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
拒
絶
理
由
の
う
ち
四
条
一
項
一
一
号
（
先
登
録
さ

れ
た
商
標
と
の
抵
触
）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

二
項
は
、
一
項
の
通
知
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
通
知
に
係
る
他
人
の
商
標
が
登
録
さ
れ
た
後
拒
絶
査
定
を
行
お
う
と
す
る
際
に
前
条
に

規
定
す
る
通
知
を
再
度
し
な
く
て
も
よ
い
旨
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
商
標
登
録
の
査
定
）

第
一
六
条

審
査
官
は
、
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
の
理
由
を
発
見
し
な
い
と
き
は
、
商
標
登
録
を
す

べ
き
旨
の
査
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
改
正
、
平
二
法
律
三
〇
、
平
六
法
律
一
一
六
、
平
八
法
律
六
八
、
平
一
一
法
律
四
一
）

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

二
四
条
に
お
い
て
特
許
法
七
七
条
を
準
用

〔
趣

旨
〕

平
成
八
年
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
出
願
公
告
制
度
及
び
登
録
前
の
異
議
申
立
制
度
を
廃
止
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
審
査
官
が
商
標
登
録
出

願
に
つ
い
て
拒
絶
の
理
由
を
発
見
し
な
い
場
合
に
は
、
登
録
査
定
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
旧
二
項
か
ら
四
項
ま
で
は
、
出
願
公
告
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
た
め
、
出
願
公
告
制
度
の
廃
止
に
伴
っ
て
削
除
し
た
。

さ
ら
に
、
マ
ド
リ
ッ
ド
協
定
議
定
書
加
入
に
伴
う
平
成
一
一
年
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
期
間
内
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に
拒
絶
の
理
由
を
発
見
し
な
い
と
き
は
登
録
査
定
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
当
該
一
部
改
正
は
、
議
定
書
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
で

あ
る
と
と
も
に
、
同
議
定
書
ル
ー
ト
の
商
標
登
録
出
願
を
し
た
者
と
直
接
特
許
庁
に
出
願
し
た
者
と
を
平
等
に
扱
う
た
め
に
す
べ
て
の
商
標

登
録
出
願
に
本
条
の
適
用
が
あ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
商
標
登
録
出
願
人
は
自
己
の
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
、
商
標

登
録
の
拒
絶
理
由
を
政
令
で
定
め
る
期
間
内
に
知
る
こ
と
が
制
度
的
に
担
保
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

な
お
、
特
許
法
五
一
条
の
〔
趣
旨
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〔
字
句
の
解
釈
〕

〈
政
令
で
定
め
る
期
間
〉
一
年
六
月
（
施
令
二
条
）

〔
参

考
〕

１
〈
出
願
公
告
制
度
及
び
登
録
前
の
異
議
申
立
制
度
の
廃
止
〉
平
成
八
年
の
一
部
改
正
前
に
お
い
て
は
、
審
査
の
適
正
化
を
図
り
瑕
疵
の
な

い
安
定
し
た
権
利
を
付
与
す
る
と
の
観
点
か
ら
、
審
査
官
が
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
審
査
を
行
っ
た
結
果
拒
絶
理
由
を
発
見
し
な
い
も

の
に
つ
い
て
は
登
録
査
定
前
に
当
該
出
願
の
内
容
を
開
示
（
出
願
公
告
）
し
、
一
般
公
衆
に
異
議
を
申
し
立
て
る
機
会
を
認
め
る
こ
と
に

よ
り
、
特
許
庁
に
対
し
て
登
録
処
分
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
再
検
討
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
、
登
録
前
の
異
議
申
立
制

度
を
採
用
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
商
品
の
短
期
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
化
の
進
展
等
に
伴
い
、
迅
速
な
権
利
付
与
の
要
請
が
強
く
、
諸
外
国
と
比
較
し
て
審

査
期
間
が
長
期
に
及
ん
で
い
る
状
況
下
で
、
異
議
申
立
て
に
よ
り
特
許
庁
の
判
断
が
覆
る
も
の
が
全
体
の
一
％
に
も
満
た
な
い
の
に
、
す

べ
て
の
出
願
が
権
利
設
定
を
一
律
に
何
月
も
待
た
さ
れ
て
い
る
状
況
は
適
当
で
は
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
将
来
、
マ
ド
リ
ッ
ド
協
定
議

定
書
の
枠
組
に
入
っ
た
場
合
に
は
一
定
期
間
内
の
早
期
審
査
が
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
も
踏
ま
え
、
平
成
八
年
の
一
部
改
正

に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
出
願
公
告
制
度
及
び
登
録
前
の
異
議
申
立
制
度
を
廃
止
し
、
新
た
に
登
録
後
に
第
三
者
か
ら
の
異
議
を
受
け
付

け
る
登
録
後
の
異
議
申
立
制
度
へ
移
行
す
る
こ
と
と
し
た
（
第
四
章
の
二
参
照
）。
こ
れ
に
伴
い
、
関
連
規
定
を
修
正
す
る
と
と
も
に
、
一
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六
条
の
三
か
ら
一
六
条
の
一
二
ま
で
の
規
定
を
削
除
し
た
。

２
〈
議
定
書
と
の
関
係
〉
議
定
書
に
お
い
て
は
、
締
約
国
の
官
庁
は
、
国
際
事
務
局
が
領
域
指
定
の
通
報
を
当
該
官
庁
に
行
っ
た
日
か
ら
遅

く
と
も
一
年
（
一
八
月
を
宣
言
す
る
こ
と
も
可
能
。
日
本
は
一
八
月
を
宣
言
。）
の
期
間
が
満
了
す
る
前
に
、
国
際
事
務
局
に
対
し
す
べ
て
の
拒

絶
の
理
由
を
記
載
し
た
文
書
と
と
も
に
拒
絶
の
通
報
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
同
議
定
書
五
条
⑴
⑵
（
⒜
⒝
に
係
る
部
分
。）
⑸
）。

（
補
正
の
却
下
）

第
一
六
条
の
二

願
書
に
記
載
し
た
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
役
務
又
は
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
に
つ
い
て
し
た
補
正
が

こ
れ
ら
の
要
旨
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
審
査
官
は
、
決
定
を
も
つ
て
そ
の
補
正
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
改

正
、
平
八
法
律
六
八
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
は
、
文
書
を
も
つ
て
行
い
、
か
つ
、
理
由
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
決
定
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
月
を
経
過
す
る
ま
で
は
、
当

該
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
査
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
（
改
正
、
平
八
法
律
六
八
、
平
二
〇
法
律
一
六
）

４

審
査
官
は
、
商
標
登
録
出
願
人
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
却
下
の
決
定
に
対
し
第
四
十
五
条
第
一
項
の
審
判
を
請
求
し
た
と
き

は
、
そ
の
審
判
の
審
決
が
確
定
す
る
ま
で
そ
の
商
標
登
録
出
願
の
審
査
を
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
本
条
追
加
、
平
五
法
律
二
六
）

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

該
当
条
文
な
し

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
平
成
五
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
改
正
で
新
設
し
た
九
条
の
三
（
平
成
八
年
の
一
部
改
正
に
よ
り
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九
条
の
四
に
修
正
）
の
規
定
と
同
様
に
要
旨
変
更
を
伴
う
不
適
法
な
補
正
が
な
さ
れ
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

従
来
は
、
一
七
条
に
お
い
て
特
許
法
五
三
条
の
規
定
を
準
用
し
て
い
た
が
、
同
改
正
に
お
い
て
、
同
条
が
改
正
さ
れ
、
商
標
法
に
お
い
て
準

用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
同
条
に
相
当
す
る
規
定
を
新
設
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
五
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
特
許
法
に
お
い
て
は
、
制
度
の
国
際
的
調
和
、
迅
速
な
権
利
付
与
の
実
現
の
観
点
か
ら
、
新

規
事
項
を
追
加
す
る
不
適
法
な
補
正
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
拒
絶
理
由
（
特
四
九
条
一
号
）
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
商
標
法
に
お

い
て
は
、
指
定
商
品
（
指
定
役
務
）
又
は
商
標
が
権
利
の
内
容
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
指
定
商
品
（
指
定
役
務
）
の
範
囲
又
は
商
標
に

本
質
的
な
変
更
を
加
え
る
と
要
旨
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
補
正
が
要
旨
変
更
に
相
当
す
る
か
否
か
の
判
断
を
行
う
に

あ
た
り
、
解
釈
が
入
り
込
む
余
地
が
比
較
的
少
な
く
、
客
観
的
な
判
断
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
審
査
の
遅
延
に
与
え
る
影
響
も
少
な
い
こ
と

か
ら
、
従
来
の
補
正
却
下
の
制
度
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
平
成
八
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
を
願
書
の
記
載
事
項
と
し
た
こ
と
（
五
条
一
項
二
号
）

及
び
出
願
公
告
制
度
を
廃
止
し
た
こ
と
に
伴
い
、
一
項
及
び
三
項
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
っ
た
。

さ
ら
に
、
平
成
二
〇
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
補
正
の
却
下
の
決
定
に
対
す
る
不
服
審
判
の
請
求
期
間
を
「
三
〇
日
」
か
ら
「
三
月
」

に
拡
大
し
た
こ
と
に
伴
い
、
三
項
の
期
間
に
つ
い
て
も
同
様
に
「
三
月
」
と
す
る
改
正
を
行
っ
た
。

な
お
、
各
項
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
意
匠
法
一
七
条
の
二
の
〔
趣
旨
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
一
七
条

特
許
法
第
四
十
七
条
第
二
項
（
審
査
官
の
資
格
）、
第
四
十
八
条
（
審
査
官
の
除
斥
）、
第
五
十
二
条
（
査
定
の
方
式
）
及

び
第
五
十
四
条
（
訴
訟
と
の
関
係
）
の
規
定
は
、
商
標
登
録
出
願
の
審
査
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
五
十
四
条

第
一
項
中
「
審
決
」
と
あ
る
の
は
、「
登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
若
し
く
は
審
決
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
改
正
、
昭
三
七
法
律
一
六
一
、
昭
六
二
法
律
二
七
、
平
五
法
律
二
六
、
平
六
法
律
一
一
六
、
平
八
法
律
六
八
、
平
一
五
法
律
四
七
）

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

二
四
条
に
お
い
て
特
許
法
の
規
定
を
準
用
。

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
商
標
登
録
出
願
の
審
査
手
続
に
つ
い
て
の
特
許
法
の
準
用
で
あ
る
。
詳
し
く
は
特
許
法
の
該
当
条
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
平
成
五
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
特
許
法
五
三
条
が
改
正
さ
れ
た
た
め
、
同
条
に
相
当
す
る
規
定
を
一
六
条
の
二
に
新
設
し
、

特
許
法
五
三
条
の
準
用
を
削
除
し
た
。

ま
た
、
平
成
六
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
は
、
特
許
法
に
お
い
て
出
願
公
告
制
度
及
び
特
許
前
の
異
議
申
立
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
商
標
法

に
お
い
て
一
六
条
の
三
か
ら
一
六
条
の
一
二
ま
で
の
規
定
を
新
設
し
た
こ
と
に
伴
い
、
不
要
と
な
っ
た
準
用
規
定
を
削
除
す
る
等
の
改
正
を

行
っ
た
。

さ
ら
に
、
平
成
八
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
は
、
先
願
未
登
録
商
標
に
基
づ
く
拒
絶
理
由
通
知
制
度
（
一
五
条
の
三
）
を
導
入
し
た
関
係

で
一
五
条
の
二
（
拒
絶
理
由
の
通
知
）
の
規
定
を
新
設
し
た
た
め
、
特
許
法
五
〇
条
（
拒
絶
理
由
の
通
知
）
の
準
用
規
定
を
削
除
し
た
。

平
成
一
五
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
特
許
異
議
申
立
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、「
登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
」

に
関
す
る
読
み
替
え
規
定
を
新
設
し
た
。

（
意
匠
法
の
準
用
）

第
一
七
条
の
二

意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
七
条
の
三
（
補
正
後
の
意
匠
に
つ
い
て
の
新
出
願
）
の
規
定

は
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
決
定
を
も
つ
て
補
正
が
却
下
さ
れ
た
場
合
に
準
用
す
る
。
（
改
正
、
平
五
法
律
二
六
）

２

意
匠
法
第
十
七
条
の
四
の
規
定
は
、
前
項
又
は
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
（
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
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含
む
。）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
（
改
正
、
平
五
法
律

二
六
、
平
六
法
律
一
一
六
、
平
八
法
律
六
八
、
平
一
〇
法
律
五
一
）

（
本
条
追
加
、
昭
六
〇
法
律
四
一
）

〔
旧
法
と
の
関
係
〕

該
当
条
文
な
し

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
商
標
登
録
出
願
の
審
査
手
続
等
に
つ
い
て
の
意
匠
法
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
意
匠
法
一
七
条
の

三
及
び
一
七
条
の
四
の
〔
趣
旨
〕
参
照
。

な
お
、
平
成
八
年
の
一
部
改
正
に
お
け
る
五
五
条
の
二
（
拒
絶
査
定
に
対
す
る
審
判
に
お
け
る
特
則
）
の
改
正
に
伴
い
、
本
条
二
項
に
お
け
る

五
五
条
の
二
の
項
番
号
を
改
め
た
。


